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支え合い、認め合い、高め合う集団に

中学校に入学して５日目の昨日、集団で一人に対して「心ない言葉」をあびせるという

絶対に許せないことがありました。しかも、それを野次馬（やじうま）のように見ていた

人がたくさんいましたが、誰一人それを止めようとする人はいなかったようです。とても

残念で悲しいことです。

また、休み時間に平気で人をたたいたり、からかったりする場面も見受けられます。こ

のようなことが続くと、みんなが安心して楽しく学校生活を過ごすことができません。学

校は集団で生活するところです。人として成長していく場です。自分のことだけではなく

ともに過ごす仲間のことを考えた行動ができるようになって欲しいです。支え合い、認め

合う、高め合う集団にしていくためにもう一度次のことを確認して下さい。

１．他のクラス、他学年のフロアーへの出入りはしない。
トラブル防止のため、入ってきた他のクラスの人は教室から出て行ってもらおう。

２．人を傷つける言動は許されない、許さない！
冗談半分、からかい半分で悪口を言ったり、たたいたり、からかったりしている人がい

ます。それを相手がどう受け止めているかはわからないまま、やっている人がいます。ま

た、複数でしつこく一人の人をからかうことは「いじめ」そのものです。特に、人が努力

してもかえられないことをネタに人をからかうことは、最もひどいことです。

やられた側の人は、とても心が傷つきます。心についた傷は簡単に消えるものではあり

ません。そんな傷を誰の心にも体にも絶対につけてはいけません。

３．周りで助長したり、傍観者になったりしない！
もちろん嫌なことをした人（加害者）が一番悪いですが、周りでなりゆきをおもしろが

ってみている人や、知らん顔をしている人にも責任があります。こういう人たちを傍観者

（ぼうかんしゃ）と言います。傍観者の存在がその場雰囲気を悪くして、やられている人

（被害者）の心の傷を何倍にも増やして深くしていることになります。
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財団法人おりづる会

平成２２年度交通遺児新入学給付事業の実施について
交通遺児新入生給付についての案内がきました。

〈対象者〉
平成２２年４月に中学校に入学する方（保護者の所得制限はありません）

〈支給額〉
２０，０００円

〈申請方法〉
指定の書類（申請書、申出書、在学証明書）が必要です。
また、おりづる会に初めて支給申請される方は、保護者の交通事故による死亡を

証明する書類、住民票記載事項証明書の写しが必要です。
〈支給時期〉

平成２２年５月下旬
〈支給法法〉

申請者が指定する預金口座へ送金
〈申請受付期間〉

平成２２年４月３０日（金）
〈申請書提出先（お問い合わせ 〉）

〒520-8577 大津市京町四丁目１－１ 滋賀県庁 土木交通部 交通政策課内
（財）おりづる会事務局（担当 高橋）

０７７－５２８－３６８２TEL
申請書、申出書を希望される場合は、担任の先生に申し出てください。


